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徳島県監査委員公表第９号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づく職員措置請求

に係る監査の結果について，同条第４項の規定により，次のとおり公表する。

平成２６年６月１９日

徳島県監査委員 西 正 二

同 川 村 廣 道

同 原 孝 仁

同 南 恒 生

（監査の結果）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づく職員措置請求

に係る監査の結果は，次のとおりである。

平成２６年６月１２日

徳島県監査委員 西 正 二

同 川 村 廣 道

同 原 孝 仁

同 南 恒 生

第１ 請求の受付

１ 請求書の提出

平成２６年４月２５日に徳島市 大久保初子ほか１名から提出された職員措置請求

書は，同日受け付けた。

２ 請求書の要旨

請求の趣旨

徳島県知事が，平成２３年度，２４年度に徳島県議会議員に交付した政務調査費の

うち，下記違法支出一覧表の「違法支出額」欄記載の各金額の返還請求を怠る行為は
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違法なので，有持益生に対し８９４，３７２円，長池文武に対し４３，８０８円，川

端正義に対し７１７，１９８円，笠井国利に対し７５２，６３２円，藤田豊に対し

１，０４６，３２６円，丸若祐二に対し１，４２６，２７９円を，それぞれ徳島県に

返還するよう請求することを求める。

請求の理由

（１）平成２３年度，２４年度の徳島県議会の政務調査費は，地方自治法第１００条第

１４項，１５項，及びこれに基づき制定された「徳島県議会政務調査費の交付に関

する条例」（以下，「条例」という。）に基づいて支給される。

地方自治法第１００条第１４項は，「普通地方公共団体は，条例の定めるところ

により，その議会の議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として，政務

調査費を交付することができる」と定めている。

条例はこれに基づき，第２条で「政務調査費が徳島県議会議員の政務調査活動に

資するため」として交付されるものであること，第３条で「月額二十万円を月の初

日に在職する議員に対し交付する」こと，第７条で「議員は，政務調査費を議長が

別に定める使途基準に従って使用しなければならない」とし，徳島県政務調査費の

交付に関する規程（以下，「規程」という。）第５条で使途基準を定め，条例第

１０条で議員が「その年度において交付を受けた政務調査費からその年度において

政務調査費による支出の総額」を控除して残余があるときは県に返還すべきことを，

それぞれ定めている。

したがって，政務調査費は，その年度において支出された，県政の調査研究に資

するため必要な経費に限って，支出が認められる。

（２）実際の議員活動においては，政務調査活動と他の議員活動の両面を有し渾然一体

となっている場合が多い。これらを整然と峻別することは困難である。したがって，

このような場合は，二分の一の按分率による支出をすべきである。

例えば，県政報告（県政についての広報，後援活動，選挙準備活動などの要素が

含まれている），事務所費，事務費，人件費等である。

（３）各議員の違法支出一覧表（違法性の判断基準は，全国市民オンブズマンＨＰ掲載

の政務調査費住民訴訟勝訴判決参照）
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違法支出額

平成２３年度

有持益生 ３２３，９４０円

長池文武 ４３，８０８円

藤田豊 ６４６，３２６円

丸若祐二 ６８５，４３７円

平成２４年度

有持益生 ５７０，４３２円

川端正義 ７１７，１９８円

笠井国利 ７５２，６３２円

藤田豊 ４００，０００円

丸若祐二 ７４０，８４２円

（４）上記平成２３年度，２４年度違法支出一覧表「違法支出額」欄記載の各金額は，

条例７条に違反しているので違法であり，徳島県の損失又は損害である。その合計

は，４，８８０，６１５円である。

（５）上記平成２３年度，２４年度違法支出一覧表記載の各議員は，「違法支出額」欄

記載の各金額を目的外使用したものであるから，条例第１０条にいう「残余」にあ

たり，各議員の金庫に残っている，すなわち不当に利得したものであるから，知事

は当然にして，返還を命じることができる。本件監査請求は，この返還請求権を根

拠に，目的外使用した各議員に返還するよう知事に求めるものである。知事が正当

な理由なくこの返還請求権を行使しないことは違法に財産の管理を怠る事実に該当

する。

（６）よって，徳島県知事が，上記平成２３年度，２４年度違法支出一覧表記載の各議

員に対し，「違法支出額」欄記載の各金額を請求しないことは，財産の管理を違法

に怠る事実に該当するので，監査委員に対し，地方自治法第２４２条第１項の規定

に基づき，事実証明書を添付し，請求の趣旨記載のとおり，厳正な措置を請求する。

（以上，原文のまま記載した。

なお，事実証明書及び平成２３年度及び平成２４年度の

違法支出額の明細の記載は，省略した。）
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第２ 監査委員の除斥

議会選出の有持益生監査委員は，本件措置請求の対象とされていることから，自己

が従事する業務に直接の利害関係のある事件に対して監査を行うことを禁じた地方自

治法（昭和２２年法律第６７号。以下「地自法」という。）第１９９条の２の規定に

より，本件監査を行うことができないため，除斥した。

第３ 監査の実施

１ 監査請求人の証拠の提出及び陳述

監査請求人（以下「請求人」という。）に対して，地自法第２４２条第６項の規定

に基づき，証拠の提出及び陳述の機会を平成２６年５月２９日に与えることと定め，

陳述を受けた。

また，平成２６年５月３１日に請求人の１名から文書による陳述を行いたい旨の申

し出があったため，検討を行った結果，同日付けでこれを受理することとした。

２ 監査対象機関に対する監査の実施

徳島県議会事務局総務課（以下「議会事務局」という。）を監査対象機関と定め，

当該機関から監査調書等の提出を求め，平成２６年５月２９日に監査を行った。

第４ 監査の結果

本件措置請求のうち，平成２３年度の政務調査費を対象とする不当利得返還請求に

ついては，受理するための要件を具備していないため却下することとし，平成２４年

度の政務調査費を対象とする不当利得返還請求に係る部分については，請求人の主張

のいずれにも理由がないと判断し棄却するものとする。

第５ 決定の理由

１ 平成２３年度の政務調査費について

平成２３年度の政務調査費は，平成２４年１月４日までに当該年度分の全額が交付

され，収支報告の後，平成２４年７月１０日をもって残余金を確定している。措置請

求期限について，地自法第２４２条第２項本文は，「当該行為のあった日又は終わっ

た日から一年を経過したとき」と定めているが，本件の場合，措置請求は平成２６年
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４月２５日になされており，したがって，上記事実関係から，措置請求期限を経過し

ていると解される。

しかし，措置請求期限経過後であっても「正当な理由があるときは，この限りでな

い。」（地自法第２４２条第２項ただし書き）とされ，「正当な理由があるとき」に

ついて最高裁は，平成１４年９月１７日第二小法廷判決で「普通地方公共団体の住民

が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度

に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合」と判断している。本件の

事実関係において，収支報告書等は，平成２４年７月２日から閲覧が開始され，何人

も閲覧できる状況にあることから，当該期日から相当の期間を経過し措置請求された

ことに「正当な理由」はないものと解される。

また，請求人は，「財産の管理を怠る事実に該当する」として措置請求しているが，

このことについて最高裁は，昭和６２年２月２０日第二小法廷判決で「特定の財務会

計上の行為を違法であるとし，当該行為が違法，無効であることに基づいて発生する

実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものであるとき

は，当該監査請求については，右怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあ

った日又は終わった日を基準として同条二項の規定を適用すべきものと解するのが相

当である。」と判断している。

請求人の主張は，平成２３年度の政務調査費の支出という特定の財務会計上の行為

が違法，不当であることに基づき発生する不当利得返還請求権の不行使をもって財産

の管理を怠るとするものであり，上記判決の趣旨からみて，本件請求は，当該行為の

あった日又は終わった日を基準として１年の監査請求期間の制限に服するのが相当だ

といえる。

以上の理由から，請求人が違法支出と主張する平成２３年度の政務調査費の交付額

１，６９９，５１１円を対象とした不当利得返還措置請求については，いずれの場合

も措置請求期限を経過していることが明らかであり，正当な理由もないものであるか

ら，地自法第２４２条第２項に規定される要件を具備しないものである。

２ 平成２４年度の政務調査費について

（１）事実関係の確認

議会事務局に対し監査調書等，関係書類の提出を求めるとともに，関係職員から

聴取を行った結果，把握された事実関係は，おおむね次のとおりであった。

なお，今回の監査実施に当たっては，請求人が主張する違法な事実の有無，支出
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金額及び支出目的の妥当性について確認する必要があると判断したため，措置請求

対象議員に対する聞き取り調査を議会事務局を通じ行った。

ア 政務調査費制度の概要

地方分権一括法の施行により，地方公共団体の自己決定権や，自己責任が拡大

する中で，政策立案機能の強化等地方議会が担う役割はますます重要なものとな

っており，このような状況のなか各議員は，単に議会の本会議や委員会に出席し

て県政に関する質問や議案の審議を行うことにとどまらず，県の事務や議会で審

議する案件等について行う調査研究活動及び情報収集のための活動，地域住民か

らの県政に関する要望及び意見の聴取並びに地域住民との意見交換等の活動を行

っている。

政務調査費制度について地自法では，第１００条第１４項において「普通地方

公共団体は，条例の定めるところにより，その議会の議員の調査研究に資するた

め必要な経費の一部として，その議会における会派又は議員に対し，政務調査費

を交付することができる。この場合において，当該政務調査費の交付の対象，額

及び交付の方法は，条例で定めなければならない。」と規定し，また同条第１５

項では「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は，条例の定めるところ

により，当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとす

る。」として，政務調査費制度の基本事項を定めている。

徳島県においても，上記のような様々な政務調査活動に資するため，地自法の

規定に基づき，徳島県政務調査費の交付に関する条例（平成１３年徳島県条例第

２６号。以下「政務調査費条例」という。）を制定し，当該条例の定めるところ

により，議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として政務調査費を交付

している。

イ 徳島県における政務調査費に関する条例等

政務調査費に関し徳島県が制定している条例等は，政務調査費条例のほか，政

務調査費規程（平成１３年徳島県議会規程第１号。以下「政務調査費規程」とい

う。），「政務調査費の使途，手続等に関する指針」（平成２０年３月１８日制

定。以下「政務調査費ガイドライン」という。）がある。

政務調査費規程は，政務調査費条例第１２条に基づき制定し，政務調査活動の

定義（第２条），政務調査費の使途基準（第５条），政務調査費の交付や収支報

告等の事務手続き（第６条等）等，政務調査費の交付に関し必要な細則を定めて

いる。
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また，政務調査費ガイドラインは，政務調査費条例第７条第２項に基づき制定

し，政務調査費規程に定める政務調査費の使途に係る詳細な基準，各種手続き等

に関する指針を示すとともに，議員は，政務調査費条例第７条第３項の規定によ

り，政務調査費の使用に当たっては，政務調査費ガイドラインに従わなければな

らないこととされている。

ウ 政務調査費の交付等に関する諸手続き

（ア）政務調査費の交付に関する手続き

政務調査費は，政務調査費条例第３条第１項の規定により，月の初日に在職

する議員に対して月額２０万円が交付され，その際，徳島県議会の議長（以下

「議長」という。）は，政務調査費条例第４条第１項の規定により，毎年度４月

１０日までに政務調査費の交付対象となった議員について，知事に通知しなけ

ればならないとされている。

当該通知を受けた知事は，政務調査費を交付する議員について，政務調査費

を交付することを決定（以下「交付決定」という。）するとともに，議長及び

当該議員に通知しなければならない。（政務調査費条例第５条）

議員は，知事から交付決定の通知があった後，毎四半期の最初の月の２０日

までに，当該四半期に属する月数分の政務調査費を知事に請求し，知事は，当

該請求があったときは速やかに政務調査費を各議員に交付する。（政務調査費

条例第６条第１項及び第２項）

（イ）政務調査費の精算に関する手続き

政務調査費の交付を受けた議員は，政務調査費に係る収入及び支出の報告書

（以下「収支報告書」という。）並びに政務調査費に係る政務調査活動の実施状

況の報告書（以下「事業実績報告書」という。）を，毎年度終了日の翌日から

起算して三十日以内に議長に提出しなければならず，提出に当たっては，収支

報告書に政務調査費による支出を行った事実を証する領収書その他の書面（以

下「領収書等」という。）の写しを添付しなければならない。（政務調査費条

例第８条第１項及び第３項）

その際，当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該年度にお

いて行った政務調査費による支出の総額を控除して残余がある場合には，議員

は，当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。（政

務調査費条例第１０条）
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また，議長及び議員には収支報告書，事業実績報告書等の保存義務が課され

ており，議長は，受理した収支報告書等をその提出期限の翌日から起算して五

年を経過する日まで保存しなければならず，議員は，政務調査費の支出につい

て会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに，証拠書類等を整理保管し，

これらの書類を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過するまで保存し

なければならないとされている。（政務調査費条例第１１条第１項及び政務調

査費規程第８条）

さらに，議長は，制度の適正な運用を期すため，収支報告書，事業実績報告

書，領収書等の写し等が提出されたときは，必要に応じ調査を行うこととされ

ている。（政務調査費条例第９条）

（ウ）政務調査費の使途等

政務調査費条例第７条第１項において，「議員は，政務調査費を議長が別に

定める使途基準に従い使用しなければならない。」と定め，政務調査費規程第

５条において定める別表で，支出項目ごとに支出の内容及び支出科目の例を次

のように示している。

ａ 調査研究費

議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要

する経費

［経費の例示］

調査委託費，交通費，宿泊費等

ｂ 研修費

団体等が開催する研修会，講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の

参加に要する経費

［経費の例示］

会費，交通費，宿泊費等

ｃ 会議費

議員が行う地域住民の県政に関する要望，意見を吸収するための各種会議

に要する経費

［経費の例示］

会場費・機材借り上げ費，資料印刷費等
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ｄ 資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

［経費の例示］

印刷・製本代，原稿料等

ｅ 資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費

［経費の例示］

書籍購入代，新聞雑誌購読料等

ｆ 広報費

議員が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費

［経費の例示］

広報紙・報告書等印刷費，送料，交通費等

ｇ 事務所費

議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置，管理に要する経費

［経費の例示］

事務所の賃借料，管理運営費等

ｈ 事務費

議員が行う調査研究にかかる事務遂行に要する経費

［経費の例示］

事務用品・備品購入費，通信費等

ｉ 人件費

議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費

［経費の例示］

給料，手当，社会保険料，賃金等
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エ 政務調査費ガイドライン

政務調査費ガイドラインは，政務調査費条例第７条第２項の規定に基づき平成

２０年３月１８日に制定され，平成２５年４月１日に政務活動費ガイドラインに

変更されるまでの間に三度改正されている。

議員は，政務調査費の使用に当たっては政務調査費ガイドラインに従わなけれ

ばならないこととされており，政務調査費ガイドラインでは，政務調査費条例及

び政務調査費規程に定める事項のほか，政務調査費制度の詳細として，使途基準

とその運用方針，収支報告時の提出書類の作成方法，書類の整理保存，政務調査

費の残余の返還等に関する事項について，より詳細に定めている。

（ア）政務調査費ガイドラインに定める主な事項

ａ 実費弁償の原則

「議員が行う政務調査活動は，議員の自発的な意志に基づいて行われるもの

であることから，政務調査費は，社会通念上妥当と考えられる範囲のもので

あることを前提とした上で，議員が行う政務調査活動に要した費用の実費に

充当することが原則」であるとしている。

ｂ 按分による支出

議員が行う「実際の活動においては，一つの活動が政務調査活動と他の議

員活動の両面を有し渾然一体となっていることが多く，これらを整然と峻別

することが困難であることが多いと考えられ」ることから，このような場合

の政務調査費の充当については，「実績を考慮して按分すべきもの」と定め

ている。

また，事務所経費，電話料・携帯電話料・ファクシミリ通信料等の通信費

人件費等への充当について，按分率の計算式，充当限度額を示すなど，詳細

な事項を定めており，当該経費が政務調査専用である場合には支出金額の全

額を政務調査費から支出できるものの，他の活動の要素を含む支出にあって

は，充当限度額を上限として按分することとしている。

ｃ 政務調査費の項目ごとの使途基準

政務調査費の使途基準については，政務調査費規程第５条の別表において

政務調査費の項目ごとにその内容を示し，どのような経費がこれに該当する

かを例示しているが，政務調査費ガイドラインでは，当該別表に加え具体的

な政務調査活動例を示すとともに経費を例示し，より詳細な内容としている。
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（ａ）調査研究費

［具体的な政務調査活動例］

・県内･外調査及び海外調査

・各種議員連盟（政策の勉強や提言を目的とするものに限る。）活動

・国等からの説明聴取及び要望活動

・国･県･市町村･各種団体が主催する意見交換会等への参加

・住民へのアンケート調査

・所属会派，学識経験者及び研究機関等への調査委託

［経費の例示］

調査報告書作成費，資料印刷代，会費，参加負担金 等

（ｂ）研修費

［具体的な政務調査活動の例］

・研修会･講演会への参加

・研修会への秘書の派遣

［経費の例示］

参加負担金 等

（ｃ）会議費

［具体的な政務調査活動の例］

・県政報告会の開催

・地域住民との意見交換会の開催

［経費の例示］

会議開催経費（講師謝金，会議用弁当代・茶菓代等），旅費（交通費，

宿泊費） 等

（ｄ）資料作成費

［具体的な政務調査活動例］

・定例会質疑参考資料の作成

・要望書の作成

［経費の例示］

写真代，パネル作成料，資料作成委託費，翻訳料 等
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（ｅ）資料購入費

［具体的な政務調査活動例］

・新聞，雑誌購読料

・専門図書，法規集等の購入（CD-ROM等を含む。）

［経費の例示］

追録代 等

（ｆ）広報費

［具体的な政務調査活動例］

・広報誌の発行

・政策をＰＲするリーフレットの作成

・ホームページの開設･維持

［経費の例示］

編集企画費，ホームページ作成・更新委託経費 等

（ｇ）事務所費

［具体的な政務調査活動例］

・事務所の借り上げ

・事務所専用回線の敷設

・警備会社との警備委託契約

・電気，ガス，水道の使用

［経費の例示］

清掃・警備委託経費 等

（ｈ）事務費

［具体的な政務調査活動例］

・事務用品の購入，電話の使用

・事務用機器（パソコン等）の購入

・インターネット接続業者との契約

・コピー機等のリース

［経費の例示］

郵送料 等
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（ｉ）人件費

［具体的な政務調査活動例］

・政務調査活動を補助する職員を常時又は臨時に雇用

［経費の例示］

臨時雇用職員の社会保険料 等

ｄ 政務調査費から支出するのに適しないものの例示

「政党活動経費への支出」，「選挙活動経費への支出」，「後援会活動経費

への支出」，「私的活動経費への支出」，「その他支出に適しない経費」，

「会費として支出するのに適しない例」及び「法令等の制限に抵触する経費」

の７項目を，政務調査費から支出するのに適しないものとし，それぞれ該当

する経費を次のとおり例示している。

（ａ）政党活動経費への支出

・政党（県連等）活動経費

・政党の広報紙，パンフレット，ビラ等の印刷･発送経費

・政党組織の事務所の設置維持経費（人件費を含む。）

・党費及び党大会の賛助金，参加費，参加旅費等

（ｂ）選挙活動経費への支出

・選挙関係に係る経費，選挙活動費

・衆･参議院選挙等にあたっての各種団体への支援依頼活動，選挙ビラ作

成

（ｃ）後援会活動経費への支出

・後援会活動に要する経費

・後援会の広報紙，パンフレット，ビラ等の印刷･発送経費

・後援会主催の報告会等の開催経費

（ｄ）私的活動経費への支出

・慶弔餞別費等（病気見舞い，香典，祝金，餞別，寸志，中元・歳暮等の

費用，慶弔電報，年賀状の購入又は印刷等の経費）

・冠婚葬祭への出席に要する経費（葬儀，祝賀会，結婚式，祭り）
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・宗教活動（檀家総代会，報恩講，宮参り）

・議員個人の私的用務等による旅行，親睦会，レクリエーション等に要す

る経費

・私的目的のために使用する経費

（ｅ）その他支出に適しない経費

・挨拶，会食やテープカットのみの行事への出席に要する経費

（ＪＡ，漁協，土地改良区及び森林組合の総会の挨拶だけの出席

町内会，老人クラブ，青年団，壮年会及び婦人会の新年会の会食だけ

の出席

県有施設及び県道の起工式，竣工式の出席）

・飲食を主目的とする懇親会経費

・議員が他の団体の役職を兼ねている場合，その団体の理事会，役員会や

総会への出席に要する経費

・自動車の購入及び維持管理に要する経費（車検代（自賠責，税含む。），

任意保険料，自動車税，修理代等）

・事務所として使用する不動産の購入，建設工事費への支出

・政務調査活動に必要としない備品等の購入（事務所に掲示する絵画，安

楽椅子，衣服等）

（ｆ）会費として支出するのに適しない例

・団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合，その団体に対して納

める会費

・私的な資格で加入している団体などに対する会費等

（町内会費，公民館費，ＰＴＡ会費，婦人会費，スポーツクラブ会費，

商工会費，同窓会費，老人クラブ会費，ライオンズクラブ・ロータ

リークラブの会費等）

・政党（県連等）本来活動に伴う党大会費，党費，党大会賛助金等

・議会内の親睦団体の経費

・他の議員の後援会や祝賀会に出席する会費

・宗教団体の会費

・冠婚葬祭の会費（結婚式の会費，祝賀会の会費，祭りの経費負担）

・親睦または飲食を目的とする会合の会費
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（ｇ）法令等の制限に抵触する経費

・公職選挙法の制限や社会通念上の妥当性を超えた飲食その他，法令等の

制限に抵触する経費

ｅ 収支報告書等

収支報告書及び事業実績報告書を作成する際の留意事項，添付が義務づけ

られている書類等について，記入例等を示している。

オ 平成２４年度の政務調査費に係る事務手続き

平成２４年度の政務調査費に係る事務手続きについては，次のとおり行われて

いた。

（ア）交付対象議員の通知及び交付決定

政務調査費条例第４条の規定に基づき議長は，知事に対し平成２４年４月１

日現在で在任していた議員４１名を政務調査費の交付を受ける議員として通知

し，知事は，政務調査費条例第５条に基づき同日付けで総額９，８４０万円の

交付決定を行い，議長及び対象議員に通知していた。

（イ）支出負担行為

知事は，平成２４年４月１日付けで交付決定した政務調査費について，同日

付けで支出負担行為を行っていた。

また，辞職した２名の議員から政務調査費条例第６条第４項に基づき政務調

査費が返還されたため，それぞれ平成２４年１１月２７日付け及び平成２５年

１月１６日付けで原支出負担行為を変更していた。

（ウ）政務調査費の支出

平成２４年４月１日付けで知事から政務調査費の交付決定通知を受けた議員

は，政務調査費条例第６条第１項の規定に基づき，四半期ごとに該当月数分の

政務調査費を知事に請求し，当該請求に基づき知事は，平成２４年４月４日，

平成２４年７月２日，平成２４年１０月１日及び平成２５年１月４日付けで支

出命令を行っていた。
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（エ）収支報告

辞職した議員を除く全ての議員から，政務調査費条例第８条第１項の規定に

基づき，収支報告期限（平成２５年４月３０日）内に収支報告書，事業実績報

告書及び領収書等の写しが，議長宛てに提出されていた。

議会事務局は，議員から提出された収支報告書等について，個々の経費が政

務調査活動に係るものかどうか，支出内容や按分について検証し，必要に応じ，

議員に対し所要の確認を行っていた。

（オ）残余金の返還

議員は，政務調査費条例第１０条の規定により，その年度において交付を受

けた政務調査費の総額からその年度において行った政務調査費による支出の総

額を控除して残余がある場合には，当該残余の額に相当する額の政務調査費を

返還しなければならないこととされており，当該規定に基づき平成２５年７月

１７日までに残余金を返還していた。

（２）判断

ア 請求人の主張

本件請求における請求人の主張を整理すると，次のようになる。

（ア）按分について

実際の議員活動においては，政務調査活動と他の議員活動の両面を有し渾然

一体となっている場合が多く，これらを整然と峻別することは困難であり，専

ら政務調査目的とするのは困難である。したがって，このような場合は，二分

の一の按分率による支出をすべきである。

（イ）収支報告書等の不備について

収支報告書にどのような業務を行ったかの記載がなく，政務調査活動をした

かどうかわからない等の支出案件は，全額が違法支出となる。

（ウ）不当利得について

二分の一の按分を行っていない若しくは全額違法支出と目される支出につい

ては，各議員が目的外使用したものであるから，当該部分は，政務調査費条例

第１０条にいう「残余」に当たり，今も返還されず各議員の金庫に残ったまま
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となっており，議員はこれを不当に利得しているのだから，知事は当然にして

返還を命じることができる。

イ 本件政務調査費の支出等に対する検討

請求人が主張する上記事項について，本県の政務調査費の仕組みを踏まえ，議

員及び議会事務局の事務について検証を行い，もって請求人の主張を検討する。

（ア）本県の政務調査費の仕組み

ａ 政務調査活動について

議員は，住民の意思を代表するという職責を踏まえ，徳島県議会が求めら

れている政策の形成，議案の審議等による県の意思の確定並びに知事その他

の執行機関が行う施策の監視及び評価といった機能を果たす上で必要な活動

を行うことを職務としており，政務調査費は，議員が自らの職責を果たし，

職務を遂行するために行う地自法第１００条第１４項に規定する「議員の調

査研究活動」に資するための経費の一部として，条例に定めるところにより

交付される。

本県で制定している政務調査費条例及び政務調査費規程は，議員に対し適

正な使途を遵守し政務調査費を使用する義務，政務調査費に残余が生じた際

の返還義務等を課すと同時に，制度の適正な運用を期すための調査権を，知

事ではなく議長に置いているように，本県の政務調査制度において議員が行

う政務調査活動は，議員の自発的な意志に基づいて行われるものであること

を示している。

このように，徳島県の政務調査費制度は，政務調査費の使途内容の適正の

確保等に関して，社会通念上妥当と考えられる範囲であることを前提として，

議会の独立性を保ちながら，議員独自の判断による政務調査活動を認めるも

のとなっている。

ｂ 政務調査費条例及び政務調査費ガイドラインにおける按分の考え方

政務調査費条例は，政務調査費規程第５条の別表の使途基準を遵守し政務

調査費を支出することを議員に対して求めるとともに，政務調査費の使用に

当たっては，政務調査費ガイドラインに従わなければならないことを定めて

いる。

また，政務調査費ガイドラインでは，使途基準として按分による支出を定
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め，政務調査活動とその他の各種活動との明確な分割が困難な場合にあって

は，政務調査活動と政務調査活動以外の各種活動の実績に応じて按分し政務

調査費から支出することを求めているように，按分とは，あくまで個別事案

ごとの実績に基づき適用するものであり，請求人が求めるように，政務調査

活動以外の経費が含まれる場合は全て二分の一とするような制度にはなって

いない。

ｃ 使途基準の適用の考え方

地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大する中で，政策立案機能の強

化等，地方議会が担う役割はますます重要となっており，そのような中，政

務調査費規程第２条は，議員の政務調査活動を「県の事務，議会で審議する

案件等について行う調査研究及び情報収集のための活動」，「国会又は地方

公共団体の議会の議員，行政関係者，民間団体関係者等との間において行う

意見交換，情報収集及び要望のための活動」，「地域住民からの県政に関す

る要望及び意見の聴取並びに地域住民との意見交換のために行う活動」，

「議会活動，県政に関する政策等を住民に対して広報するための活動」，「そ

の他議長が必要と認める活動」と定めており，政務調査費ガイドラインでは，

「政務調査費とは，議員が行うこうした政務調査活動に資するために，議員に

対して交付されるもの」であるとするとともに，「政務調査費の項目ごとの

使途基準」を定め，政務調査費の項目ごとにその内容及び具体的な政務調査

活動を示している。

また，全国都道府県議会議長会が全国各議会事務局長に対し発出した「政

務調査費の交付に関する条例（例）の送付について（平成１２年１１月１０

日付け全議第３２１号）」においても，規程に定める使途基準については，

「あくまでも使途についての参考として，具体的に列挙するものである。」と

して，政務調査費規程に定める使途基準の具体的な政務調査活動例は，制限

列挙ではなく，より広範に適用できるものであるとの見解が示されている。

（イ）議員及び議会事務局の事務

ａ 議員が行う事務の妥当性

平成２４年度の政務調査費の精算に関する事務のうち議員が行うとされて

いる事務について，議会事務局が保管する平成２４年度の収支報告書，事業

実績報告書及び領収書等の写しを確認し，議会事務局が実施した措置請求対



- 19 -

象議員からの聞き取り調査の結果も加えて検証を行った。その結果，議員は，

必要があると判断した場合には政務調査活動と政務調査活動以外の各種活動

との実績に応じて按分を行い，政務調査費を精算していたことが確認できた。

ｂ 議会事務局が行う事務の妥当性

政務調査費ガイドラインでは，按分については議員が行うこととされてい

るが，議会事務局は，政務調査費制度の厳格な運用を期するため，議員から

収支報告書，事業実績報告書及び領収書等の写しが提出された際，書類の記

載や金額の計算等の基本的な事項の確認に加え，政務調査目的と認められる

か否かなどについて，必要に応じて個々に経費を検証し，按分の可能性の検

討及び使途内容の適合性の確認等を行っていた。

このほか年度途中にあっても，政務調査費への充当及び充当金額の是非，

数字の転記及び集計結果等を随時検証するとともに，政務調査費条例，政務

調査費規程及び政務調査費ガイドラインに適合しているかについても確認を

行うなど，関係規定に基づき，適正に業務を執行していたと判断された。

また従来より，初当選の議員に対しては，議会の組織，事務分掌等を記載

した概要説明資料を配付し説明を行っているが，当該資料に政務調査費の詳

細を記載し，その目的や制度等を説明するとともに，政務調査費条例，政務

調査費規程及び政務調査費ガイドラインを配付し，制度及び個別事項の周知

を図っていた。

このように議会事務局は，政務調査費制度の適正な運用を期すべく，所要

の確認を行い，必要とされる措置を講じていた。

（ウ）請求人の主張に対する検討

ａ 収支報告書等における按分及び不備について

請求人は，添付された領収書の内容等をもって，専ら政務調査活動とする

のは無理があるとして，このような場合には，二分の一の按分率により支出

をすべきだと主張するとともに，領収書等で支払の内容等が不明なものは，

その内容が疑わしいと結論付け，ゆえにその全額が違法支出となることを主

張している。

徳島県の政務調査費制度では，政務調査活動とその他の活動の割合に応じ

按分率を決定すべきものとされ，議員は，個別事案ごとに活動実績や使途内

容を考慮し，按分するかどうかを決定し収支報告しており，これらの手続き
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において違法とするべき瑕疵は認められなかった。

また，その他精算に係る一連の手続きは，関係規定を遵守して行われてお

り，政務調査目的を逸脱し違法と目される支出案件は認められなかった。

なお，収支報告の際，議員が提出しなければならないとされているのは，

収支報告書，事業実績報告書及び領収書等の写しであり，その他詳細な証拠

資料まで提出を義務づけられておらず，詳細な資料がないことをもって違法

ということはできない。

したがって，請求人の主張には理由がないものと判断する。

ｂ 不当利得について

前述のとおり，平成２４年度の政務調査費の精算に係る一連の手続きにお

いて，議員及び議会事務局は，政務調査費条例等の規定を遵守し事務を行い，

それぞれ按分の検討又は検証がなされており，知事と議員の関係においては

損害若しくは利益は発生しておらず，このため不当利得も発生していない。

したがって，「不当に利得したものであるから，知事は当然にして，返還

を命じることができる。」とする請求人の主張には，理由がないものと判断

する。

第６ 意見

本件措置請求に対する監査の結果及び監査委員の判断は，上述したとおりであるが，

監査を終えての監査委員としての意見を附記する。

政務調査費の交付は，地方議員の活動基盤の充実強化を目的に制度化され，今日ま

で，議員が行う政務調査活動に大きく寄与してきたところであるが，その原資はすべ

て税金であり，執行する上で厳格な取扱いが求められる。

徳島県議会においても，独自の指針である政務調査費ガイドラインを定めるなど，

厳格に使途基準を適用し，使途の透明性を高めようとしていることがうかがわれる。

一方，従来の政務調査費制度に代わり，平成２５年度から運用が開始された政務活

動費制度では，使途の範囲が拡大されたことから，これまで以上に適正な執行が求め

られており，県民に対し説明責任を果たすとともに，理解が得られるような制度の運

用を望むものである。


